浄化槽設置に関する確認書
　浄化槽設置整備事業費補助金交付申請書について、単独浄化槽からの切換の有無につきまして下記に記載します。
記

参考
・1、新規で合併処理浄化槽を設置する場合、bについては12万円、cについては15万円の補助金の上乗せをします。
・2、単独浄化槽から合併処理浄化槽への切換を行う場合、bについては15万円、a,c,dについては9万円の補助金の上乗せをします。また、宅内配管工事費用を対象に補助を行います。
（上乗せ補助の対象になる場合は現地確認をする必要がありますので、工事前に環境水道課までお知らせください。）
令和　　年　　月　　日
(申請者)
住所：　　　　　　　　　　　　　　　　　
氏名：　　　　　　　　　　　　　　　
TEL：　　　　　　　　　　　　　　　　
新規で合併処理浄化槽を設置します。


　　a新築に合併浄化槽を設置します。


　　bくみ取り便槽は撤去し、合併処理浄化槽を設置します。


　　c 既存の合併処理浄化槽は撤去し、新規で合併処理浄化槽を設置します。 


　　dその他





2、単独浄化槽から合併処理浄化槽への切換を行います。


　　a単独浄化槽は埋めたまま、別の場所に合併処理浄化槽を設置します。


　　b単独浄化槽は撤去し、同じ場所に合併処理浄化槽を設置します。


　　c 単独浄化槽は雨水貯留槽として再利用します。


　　dその他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


＊該当する番号及び記号に○印をお願いします。








